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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
地
裁
の
判
決
」
が
生
活
扶
助
基
準
の
改
定
に
関
す
る
令
和
三
年
二
月
二
十
二
日
の
大
阪
地
方
裁
判
所
判
決
を

指
す
の
で
あ
れ
ば
、
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
被
告
で
あ
る
大
阪
市
等
が
控
訴
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、

同
判
決
を
受
け
て
生
活
扶
助
基
準
を
改
定
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
行
政
機
関
に
お
け
る
統
計
の
利
用
方
法
に
関
す
る
調
査
、
審
議
等
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

五
十
三
号
）
第
四
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
統
計
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
含
ま
れ
な
い
た
め
、
厚
生
労
働
省
が
作
成
し
た
生
活

扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
に
係
る
統
計
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
検
証
作
業
」
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

 
 

さ
ら
に
、
「
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
物
価
指
数
）
の
計
算
に
問
題
が
な
か
っ
た
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の

趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
の
生
活
扶
助
基
準
の
改
定
に
お
い
て
用
い
た
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ

Ｉ
に
つ
い
て
は
、
生
活
扶
助
に
相
当
す
る
全
て
の
品
目
の
全
国
品
目
別
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
全
国
の
品
目
別
価
格
指
数
を
い
う
。
）
及

び
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
（
全
国
の
消
費
支
出
全
体
に
占
め
る
品
目
ご
と
の
支
出
額
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用

い
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。 



 

２ 

 

二
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
計
算
す
る
と
き
の
比
較
の
起
点
を
二
○
○
八
年
に
し
た
」
が
、
平
成
二
十
五
年
の

生
活
扶
助
基
準
の
改
定
に
お
い
て
物
価
の
動
向
を
勘
案
す
る
に
当
た
り
、
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
比
較
す
る
起
点
を
平
成

二
十
年
と
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
生
活
扶
助
基
準
は
、
五
年
ご
と
に
一
般
低
所
得
世
帯

の
消
費
実
態
と
の
均
衡
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
二
十
年
度
の
生
活
扶
助
基
準
は
、
当
時
の
直
近
の

検
証
で
あ
る
平
成
十
九
年
に
行
っ
た
検
証
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
五
年
の
生
活

扶
助
基
準
の
改
定
に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
を
比
較
の
起
点
と
し
た
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
変
化
率
を
勘
案
し
た
も
の
で

あ
る
。 

 
 

御
指
摘
の
「
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
下
落
率
が
著
し
く
大
き
く
な
っ
た
」
、
「
電
気
製
品
の
価
格
指
数
低
下
の
影
響
が

非
常
に
強
く
出
た
」
及
び
「
電
気
製
品
の
価
格
指
数
低
下
の
影
響
が
非
常
に
強
く
出
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
の
生
活
扶
助
基
準
の
改
定
に
お
い
て
用
い
た
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い
て

は
、
恣
意
的
な
判
断
を
排
除
す
る
観
点
か
ら
、
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
等
の
電
気
製
品
を
含
め
、
生
活

扶
助
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
全
て
の
品
目
に
つ
い
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
に
算
出
し
た
生
活
扶



 

３ 

 

助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
変
化
率
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
「
厚
労
省
の
計
算
は
生
活
保
護

世
帯
の
実
態
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
生
活
扶
助
基
準
に
つ
い
て
は
、
一
般
国
民
の
消
費
実

態
と
の
均
衡
を
図
る
観
点
か
ら
そ
の
水
準
を
調
整
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
消
費
実
態
を
基
に
定
め

る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
二
○
○
八
年
～
二
○
一
○
年
の
期
間
を
パ
ー
シ
ェ
式
に
し
た
」
が
、
平
成
二
十
二
年
基
準
消
費
者
物

価
指
数
の
品
目
及
び
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
を
用
い
て
、
平
成
二
十
年
か
ら
平
成
二
十
二
年
ま
で
の
期
間
を
含
む
平
成
二
十

年
か
ら
平
成
二
十
三
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
変
化
率
を
算
出
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
最
新
の
消
費
実
態
を
反
映
し
た
物
価
の
動
向
を
勘
案
す
る
た
め
、
消
費
者
物
価
指
数

の
品
目
及
び
全
国
品
目
別
ウ
エ
イ
ト
に
つ
い
て
、
当
時
の
最
新
の
デ
ー
タ
で
あ
っ
た
平
成
二
十
二
年
の
も
の
を
用
い
て
当
該

変
化
率
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日
に
総
務
省
が
公
表
し
た
「
パ
ー
シ
ェ
・
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
平
成

十
七
年
の
数
値
を
百
と
し
た
平
成
二
十
二
年
の
消
費
者
物
価
指
数
（
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
の
年
平
均
の
指
数
を
い



 

４ 

 

う
。
）
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
式
」
に
基
づ
く
も
の
は
九
十
九
・
七
、
「
パ
ー
シ
ェ
式
」
に
基
づ
く
も
の

は
九
十
三
・
一
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
十
七
年
か
ら
の
下
落
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
っ
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
大
き
な
統
計
誤
差
を
含
ん
だ
数
値
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
い
ず
れ
も
国
際
労
働
機
関
等
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
「
消
費
者
物
価
指
数
マ
ニ
ュ
ア
ル
：
理
論
と
実
践
」
に
基
づ
く
計
算

手
法
に
よ
り
適
切
に
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
統
計
上
の
誤
差
が
大
き
い
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


